
(１) 第３号 令和６年８月６日

令和６年能登半島地震

大
隊
は
、
令
和
六
年
四
月
三
日
（
水
）

「
令
和
六
年
度
自
衛
官
候
補
生
課
程
教

育
」
に
お
い
て
師
団
長
が
来
隊
、
教
育
施

設
、
居
室
等
を
視
察
さ
れ
た
。

師
団
長
視
察

大
隊
は
、
令
和
六
年
一
月
一
日

（
月
）
一
六
時
一
〇
分
に
発
生
し
た

石
川
県
能
登
地
方
を
震
源
と
す
る
最

大
震
度
七
の
地
震
に
伴
い
、
一
月
五

日
（
金
）
か
ら
一
月
二
十
六
日

（
金
）
ま
で
石
川
県
輪
島
市
に
対
す

る
給
水
支
援
活
動
、
一
月
九
日

（
火
）
か
ら
一
月
二
六
日
（
金
）
ま

で
輪
島
市
役
所
に
増
強
幕
僚
を
派

遣
、
一
月
三
十
日
（
火
）
か
ら
三
月

一
日
（
金
）
ま
で
珠
洲
市
の
被
災
者

に
対
す
る
先
端
輸
送
隊
ニ
ー
ズ
派
遣

隊
を
派
遣
、
二
月
二
日
（
金
）
か
ら

二
月
二
十
二
日
（
木
）
ま
で
中
部
方

面
総
監
部
（
伊
丹
駐
屯
地
）
へ
の
増

強
幕
僚
の
派
遣
を
実
施
し
、
す
べ
て

の
任
務
を
完
遂
し
た
。

ニーズ派遣隊

増強幕僚

珠洲市給水支援

輪島市給水支援

師団長来隊

状況報告

施設視察

居室視察 佐藤師団長

給水支援帰隊報告



(２) 第３号 令和６年８月６日

方
面
隊
統
制
演
習
場
春
季
整
備

大
隊
は
、
令
和
六
年
四
月
十
一
日
（
木
）
か
ら
四
月
二
十
一
日

（
日
）
ま
で
の
間
、
あ
い
ば
野
演
習
場
に
お
い
て
「
令
和
六
年
度
方

面
隊
統
制
演
習
場
春
季
整
備
」
に
参
加
し
、
訓
練
基
盤
の
維
持
・
拡

充
を
図
り
、
長
期
安
定
使
用
に
寄
与
し
た
。

令
和
六
年
度
師
団
職
種
紹
介

大
隊
は
、
令
和
六
年
四
月
二
十
二
日
（
月
）
千
僧
駐
屯
地
で
実
施

さ
れ
た
師
団
職
種
紹
介
に
参
加
し
、
自
衛
官
候
補
生
に
対
し
職
種
説

明
を
実
施
し
て
、
機
甲
科
の
特
性
を
理
解
さ
せ
、
希
望
職
種
の
定
着

率
向
上
に
寄
与
し
た
。

大隊長による現場指導

安全係と裁断箇所の確認 伐採した倒木で休憩する木こり達

手搬送で大型に積載 編成完結式

作業前の安全教育

第
三
師
団
創
立
六
十
三
周
年
記
念
行
事

大
隊
は
、
令
和
六
年
五

月
十
九
日
（
日
）
千
僧
駐

屯
地
で
実
施
さ
れ
た
第
三

師
団
創
立
六
十
三
周
年
・

千
僧
駐
屯
地
創
設
七
十
三

周
年
記
念
行
事
に
参
加
し
、

第
三
偵
察
戦
闘
大
隊
を
広

報
す
る
と
と
も
に
、
整
斉

円
滑
な
行
事
の
実
施
に
寄

与
し
た
。
併
せ
て
精
強
性

を
誇
示
し
て
地
域
住
民
及

び
関
係
機
関
と
の
信
頼
と

理
解
を
獲
得
し
、
防
衛
基

盤
の
更
な
る
拡
充
を
図
っ

た
。

観閲行進

訓練展示

最先任上級曹長による全般説明

女性自衛官候補生に対する説明

ＭＣＶについて質問を受ける女性隊員

戦闘中隊女性隊員による説明

偵察中隊によるＲＣＶ説明

乗車体験



(３) 第３号 令和６年８月６日

警
察
と
の
共
同
訓
練

大
隊
は
、
令
和
六
年
五
月
二
十
七
日
（
月
）
か
ら
五
月
二
十
九
日

（
水
）
ま
で
の
間
、
今
津
駐
屯
地
、
あ
い
ば
野
演
習
場
市
街
地
訓
練

場
及
び
高
島
市
内
に
お
い
て
滋
賀
県
警
察
と
の
共
同
訓
練
を
実
施
し
、

治
安
出
動
下
令
時
に
お
け
る
自
衛
隊
及
び
警
察
と
の
任
務
分
担
及
び

共
同
対
処
要
領
を
確
認
す
る
と
と
も
に
、
相
互
の
緊
密
な
連
携
及
び

対
処
能
力
の
向
上
を
図
っ
た
。

令
和
六
年
度
情
報
管
理
検
査
（前
期
）

大
隊
は
、
令
和
六
年
五
月
二
十
九
日
（
水
）
か
ら
五
月
三
十
日

（
木
）
ま
で
の
間
、
令
和
六
年
度
情
報
管
理
検
査
を
受
検
し
た
。
引

き
続
き
情
報
保
全
、
情
報
保
証
定
期
監
査
、
行
政
文
書
管
理
及
び
保

有
個
人
情
報
管
理
に
つ
い
て
合
規
適
正
な
業
務
を
実
施
し
て
、
情
報

流
出
防
止
の
徹
底
を
図
る
。

令
和
六
年
度
物
品
管
理
検
査
及
び

補
給
整
備
検
査

大
隊
は
、
令
和
六
年
五
月
二
十
九
日
（
水
）
か
ら
五
月
三
十
一
日

（
金
）
ま
で
の
間
、
令
和
六
年
度
物
品
管
理
検
査
及
び
補
給
整
備
検

査
を
受
検
し
た
。
引
き
続
き
分
任
物
品
管
理
官
の
物
品
の
管
理
行
為

を
法
令
の
規
定
に
適
合
さ
せ
る
と
と
も
に
、
管
理
に
係
る
物
品
及
び

帳
簿
に
つ
い
て
業
務
の
改
善
向
上
を
図
る
。

書類点検

所見開陳 現物点検 巡 視

本部庁舎巡視（２F） 状況報告

被服点検教範点検車両点検

所見開陳 現物点検

編成完結式

研究会

相互調整

本部庁舎巡視（３F）

対処要領（自衛隊）

対処要領（警察）検問所



(４) 第３号 令和６年８月６日

＃
２
大
隊
集
中
訓
練
（射
撃
野
営
）

偵
察
中
隊
訓
練
検
閲

大
隊
は
、
令
和
六
年
七
月
十
日
（
水
）
か
ら
七
月
十
二
日
（
金
）
ま
で
の
間
、
令

和
六
年
度
偵
察
中
隊
訓
練
検
閲
（
準
備
・
機
動
）
を
実
施
し
て
、
偵
察
中
隊
戦
力
化

の
進
捗
を
確
認
す
る
と
と
も
に
、
そ
の
練
成
訓
練
の
成
果
を
評
価
・
判
定
し
、
じ
後

の
進
歩
向
上
を
図
っ
た
。

隊容検査（人員点検）

衛生教育 行動法令教育

隊容検査（車両点検）

中隊研究会

大隊命令下達

監視哨での通信確保（代替地） 監視哨での警戒（代替地）

休止点での車両点検

大
隊
は
、
令
和
六
年
七
月
二
十
二
日
（
月
）
か
ら
七
月
二
十
六
日
（
金
）
ま
で
の
間
、

日
本
原
演
習
場
に
お
い
て
、
第
二
回
大
隊
集
中
訓
練
（
射
撃
野
営
）
を
実
施
し
、
各
中

隊
に
対
し
て
訓
練
基
盤
を
付
与
し
て
部
隊
装
備
火
器
の
射
撃
練
度
向
上
を
図
る
と
と
も

に
、
連
接
し
た
各
種
訓
練
に
よ
り
、
作
戦
行
動
に
お
け
る
練
度
の
向
上
を
図
っ
た
。

大隊長現地視察 ＭＣＶ射撃 ＲＣＶ射撃（ＭＫ）

衛生小隊訓練（第一線救護） ＨＭＧ射撃 ＲＣＶ射撃（ＭＧ）

衛生小隊訓練（救護所） ＭＩＮＩＭＩ射撃 弾薬受領



(５) 第３号 令和６年８月６日

師
団
募
集
広
報
の
日

大
隊
は
、
令
和
六
年
七
月
二
十
四
日
（
水
）
千
僧
駐
屯
地
で
実
施
さ
れ
た
令
和
六
年
度

師
団
募
集
広
報
の
日
に
参
加
し
、
募
集
対
象
者
、
学
校
関
係
者
等
に
対
す
る
自
衛
隊
へ
の

理
解
促
進
を
図
る
と
と
も
に
、
入
隊
希
望
者
等
に
対
す
る
各
種
説
明
を
実
施
し
、
自
衛
官

獲
得
の
た
め
の
募
集
広
報
を
実
施
し
た
。

令和６年度前期大隊定期表彰式受賞者

舟
谷
一
曹

藤
田
准
尉

伊
澤
二
尉

大
谷
一
尉

寺
塩
二
尉

越
智
二
尉

中
村
一
曹

重
久
二
曹

龍
野
士
長

平
石
三
曹

望
月
三
曹

大
黒
三
曹

神
谷
二
曹

上
向
二
曹

前
川
三
曹

鳥
越
三
曹大

隊
長

答礼する隊員 機能展示（アクセルターン） 機甲科ブース

機甲科職種説明機能展示（ＭＣＶ砲塔旋回）偵察用オートバイ乗車体験

女性隊員による職種説明ＭＣＶの砲塔旋回の動画撮影ＭＣＶについて質問を受ける女性隊員

令和６年７月２９日

大
薮
三
曹

入
江
士
長

橋
本
士
長



(６) 第３号 令和６年８月６日

人
事
往
来

【表

彰
】

第
三
級
賞
詞

大
隊
本
部

三
佐

辻

健
一
郎

戦
闘
中
隊

一
尉

松
本

浩
之

第
四
級
賞
詞

大
隊
本
部

二
尉

三
谷

智
美

本
管
中
隊

二
曹

大
隈

康
信

同

同

山
口

晃
典

同

同

大
底

秀
行

同

同

村
上

浩
太

偵
察
中
隊

曹
長

前
尾

洋
至

同

同

宇
都
宮
長
武

同

二
曹

吉
次

友
貴

戦
闘
中
隊

同

遠
矢

裕
一

同

三
曹

藤
吉

隼
輔

第
五
級
賞
詞

大
隊
本
部

二
尉

中
條

哲
志

本
管
中
隊

二
曹

藤
谷

成
美

同

三
曹

鎌
手

裕
央

同

同

児
玉

修
都

同

同

望
月

秀
晃

（
令
和
六
年
三
月
十
五
日
）

【
転

出
】

戦
闘
上
陸
大
隊
（
竹
松
）
へ

戦
闘
中
隊

三
曹

柴
田

智
仁

（
令
和
六
年
三
月
十
一
日
付
）

情
報
本
部
（
市
ヶ
谷
）
へ

大
隊
本
部

三
佐

辻

健
一
郎

部
隊
訓
練
評
価
隊
（
滝
ケ
原
）
へ

大
隊
本
部

一
尉

久
津
輪
優
太

富
士
学
校
付
へ

大
隊
本
部

一
尉

石
塚

宏

戦
闘
中
隊

同

松
本

浩
之

第
五
偵
察
隊
（
別
海
）
へ

偵
察
中
隊

三
曹

清
水

豪
太

訓
練
評
価
支
援
隊
（
北
千
歳
）
へ

本
管
中
隊

三
曹

児
玉

修
都

機
甲
教
導
連
隊
（
駒
門
）
へ

本
管
中
隊

二
曹

大
隈

康
信

第
十
三
偵
隊
（
出
雲
）
へ

本
管
中
隊

二
曹

山
口

晃
典

偵
察
中
隊

三
曹

島
田

祥
利

戦
闘
中
隊

二
曹

遠
矢

裕
一

同

三
曹

藤
吉

隼
輔

戦
闘
上
陸
大
隊
（
玖
珠
）
へ

本
管
中
隊

三
曹

長
田

耕
平

第
十
五
偵
察
隊
（
那
覇
）
へ

本
管
中
隊

二
曹

大
底

秀
行

（
令
和
六
年
三
月
十
八
日
付
）

【
転

入
】

富
士
学
校
付
か
ら

大
隊
本
部

三
佐

福
田

成
樹

部
隊
訓
練
評
価
隊
（
滝
ケ
原
）
か
ら

戦
闘
中
隊

二
尉

松
本

悠
介

機
甲
教
導
連
隊
（
駒
門
）
か
ら

戦
闘
中
隊

曹
長

瀬
戸
川
正
弘

同

二
曹

山
脇
竜
之
介

第
十
戦
車
大
隊
（
今
津
）
か
ら

本
管
中
隊

一
曹

西
居

稔
之

同

二
曹

中
村

恭
子

第
四
陸
曹
教
育
隊
（
大
津
）
か
ら

戦
闘
中
隊

二
曹

門
田

尚
己

（
令
和
六
年
三
月
十
八
日
付
）

第
四
陸
曹
教
育
隊
（
大
津
）
か
ら

戦
闘
中
隊

士
長

越
智

狼
雅

（
令
和
六
年
六
月
二
十
八
日
付
）

【
任

官
】

三
等
陸
尉
へ

偵
察
中
隊

曹
長

小
川

一
馬

同

同

松
田

光

同

同

大
原

理
沙

（
令
和
六
年
三
月
十
六
日
付
）

【
幹
部
候
補
生
】

陸
曹
長
へ

偵
察
中
隊

二
曹

藤
谷

成
美

同

三
曹

岡
田

遼
平

戦
闘
中
隊

三
曹

杉
本

朔
哉

（
令
和
六
年
四
月
一
日
付
）

【
昇

任
】

一
等
陸
尉
へ

大
隊
本
部

二
尉

中
條

哲
志

戦
闘
中
隊

同

松
本

悠
介

二
等
陸
尉
へ

大
隊
本
部

三
尉

足
立

誠

偵
察
中
隊

同

大
峰

英
人

三
等
陸
尉
へ

偵
察
中
隊

曹
長

前
尾

洋
至

一
等
陸
曹
へ

本
管
中
隊

二
曹

田
中

弘
樹

二
等
陸
曹
へ

本
管
中
隊

三
曹

大
月

祥
悟

偵
察
中
隊

同

長
田

悠
馬

三
等
陸
曹
へ

本
管
中
隊

士
長

山
岸

侑
生

戦
闘
中
隊

同

北
澤

滉
太

（
令
和
六
年
七
月
一
日
付
）

陸
士
長
へ

本
管
中
隊

一
士

篠
原

颯
太

同

同

大
森

広
豊

偵
察
中
隊

同

橋
本

太
一

同

同

谷
本
侑
一
朗

同

同

竹
田

大
輝

戦
闘
中
隊

同

山
口

千
智

同

同

元
文

陽
太

（
令
和
六
年
四
月
一
日
付
）

【
定
年
退
官
】

一
等
陸
曹
へ
（
特
別
昇
任
）

偵
察
中
隊

二
曹

井
上

尊

（
令
和
六
年
一
月
十
九
日
付
）


